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ベ
ル
ギ
ー
の
Ｎ
Ｉ
Ｄ
―
制
度
と
実
証
研
究
の
動
向
―山　

田　

直　

夫

一
、
は
じ
め
に

　

ベ
ル
ギ
ー
で
は
二
〇
〇
六
年
（
二
〇
〇
七
課
税
年
度
）

よ
り
Ｎ
Ｉ
Ｄ
（notional interest deduction
）
と
呼
ば

れ
る
税
制
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
税
制
上
の
自

己
資
本
（
調
整
後
自
己
資
本
）
に
み
な
し
利
子
率
を
か
け

た
も
の
を
株
式
の
機
会
費
用
と
し
て
法
人
税
の
課
税
ベ
ー

ス
か
ら
控
除
す
る
制
度
で
あ
る
。
通
常
の
法
人
税
に
つ
い

て
は
、
企
業
の
資
金
調
達
行
動
に
お
い
て
株
式
に
よ
る
調

達
よ
り
も
負
債
に
よ
る
調
達
を
優
遇
し
、
さ
ら
に
企
業
の

投
資
決
定
に
対
し
て
歪
み
を
与
え
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い

る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
Ｎ
Ｉ
Ｄ
は
企
業
の
資
金
調
達
行
動

や
投
資
決
定
に
対
し
て
よ
り
中
立
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。
わ
が
国
の
法
人
税
改
革
に
関
す
る
議
論
は
、
税

率
を
低
下
さ
せ
課
税
ベ
ー
ス
を
拡
大
す
る
と
い
う
も
の
が

多
い
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
企
業
の
資
金
調
達
行
動
や
投

資
決
定
に
対
す
る
非
中
立
性
の
問
題
は
解
決
し
な
い
。
Ｎ

Ｉ
Ｄ
の
よ
う
に
企
業
行
動
に
対
す
る
中
立
性
を
考
慮
し
た

税
制
は
、
長
期
的
な
観
点
か
ら
わ
が
国
の
法
人
税
の
あ
り

方
を
検
討
す
る
際
に
、
大
い
に
参
考
に
な
る
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。
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最
近
、
こ
の
Ｎ
Ｉ
Ｄ
に
つ
い
て
注
目
す
べ
き
動
き
が

あ
っ
た
。
Ｎ
Ｉ
Ｄ
の
み
な
し
利
子
率
は
毎
年
政
府
に
よ
り

定
め
ら
れ
る
が
、
二
〇
一
六
課
税
年
度
の
み
な
し
利
子
率

が
前
年
に
比
べ
て
大
幅
に
下
落
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、

Ｎ
Ｉ
Ｄ
の
効
果
に
関
す
る
実
証
研
究
に
つ
い
て
は
、
企
業

の
規
模
に
注
目
し
た
実
証
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
き
て
い

る
。
さ
ら
に
、
同
族
企
業
と
非
同
族
企
業
と
で
効
果
に
違

い
が
あ
る
の
か
ど
う
か
を
検
証
し
た
実
証
研
究
も
行
わ
れ

て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
最
近
の
制
度
の
動
向
や
こ

う
し
た
実
証
研
究
の
成
果
に
つ
い
て
報
告
し
た
い
。

　

本
稿
の
構
成
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
二
節
で
は
Ｎ

Ｉ
Ｄ
の
制
度
の
動
向
、
具
体
的
に
は
二
〇
一
六
課
税
年
度

の
み
な
し
利
子
率
に
つ
い
て
触
れ
る
。
三
節
で
は
企
業
の

規
模
に
注
目
し
た
実
証
研
究
、
四
節
で
は
同
族
・
非
同
族

の
違
い
に
注
目
し
た
実
証
研
究
を
取
り
上
げ
る
。
五
節
で

は
本
稿
の
内
容
を
ま
と
め
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
今
後
の
研

究
の
方
向
性
に
つ
い
て
言
及
す
る
。

二
、
二
〇
一
六
課
税
年
度
の
み
な
し
利

子
率

　

Ｎ
Ｉ
Ｄ
の
計
算
に
用
い
ら
れ
る
み
な
し
利
子
率
は
、
二

年
前
の
一
〇
年
国
債
の
利
率
か
ら
算
出
さ
れ
る
の
で
、
図

表
１
に
示
し
た
と
お
り
毎
年
変
動
す
る
（
中
小
企
業
は
プ

ラ
ス
〇
・
五
％
ポ
イ
ン
ト
）。
細
か
な
算
出
ル
ー
ル
は
、

導
入
時
か
ら
若
干
変
更
さ
れ
て
お
り
現
時
点
で
は
、
二
年

前
の
七
月
か
ら
九
月
の
一
〇
年
国
債
の
利
率
の
平
均
を
用

い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
二
〇
一
六
課

税
年
度
の
み
な
し
利
子
率
は
二
〇
一
四
年
の
七
月
か
ら
九

月
の
一
〇
年
国
債
の
利
率
の
平
均
で
あ
る
。

　

ベ
ル
ギ
ー
の
二
〇
一
四
年
七
月
の
一
〇
年
国
債
の
利
率

は
一
・
七
五
七
％
、
八
月
は
一
・
五
七
八
％
、
九
月
は

一
・
三
五
〇
％
で
平
均
は
一
・
五
六
二
％
で
あ
る
    1
。
み

な
し
利
子
率
の
算
定
に
は
、
前
述
し
た
算
出
ル
ー
ル
と
は
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別
に
、
最
大
値
が
三
・
〇
％
（
中
小
企
業
は
三
・
五
％
）、

前
年
か
ら
の
変
動
が
一
％
ポ
イ
ン
ト
以
内
と
い
う
規
定
が

あ
る
。
図
表
１
に
あ
る
と
お
り
、
二
〇
一
五
課
税
年
度
の

み
な
し
利
子
率
は
二
・
六
三
〇
％
な
の
で
、
み
な
し
利
子

率
を
一
・
五
六
二
％
と
す
る
と
前
年
か
ら
の
変
動
が
一
％

ポ
イ
ン
ト
以
内
と
い
う
規
定
に
抵
触
す
る
。
そ
こ
で
、
二

〇
一
六
課
税
年
度
の
み
な
し
利
子
率
は
前
年
か
ら
一
％
ポ

イ
ン
ト
を
マ
イ
ナ
ス
し
た
一
・
六
三
〇
％
（
中
小
企
業
は

二
・
一
三
〇
％
）
に
な
る
見
通
し
で
あ
る
。

　

図
表
１
を
み
る
と
、
前
年
か
ら
の
変
動
幅
は
全
て
一
％

ポ
イ
ン
ト
よ
り
小
さ
い
の
で
、
こ
れ
ま
で
に
こ
の
規
定
が

適
用
さ
れ
た
こ
と
は
な
く
、
今
回
が
初
め
て
の
こ
と
だ
と

思
わ
れ
る
。

三
、
企
業
の
規
模
に
注
目
し
た
研
究

　

企
業
の
規
模
に
注
目
し
た
研
究
と
し
て
は
、Princen
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（2012

）
が
あ
る
。
こ
の
論
文
に
つ
い
て
は
既
に
山
田

（
二
〇
一
三
）
な
ど
で
そ
の
概
要
を
紹
介
し
て
い
る
。

Princen
（2012

）
と
同
内
容
の
研
究
と
し
てaus dem

 

M
oore

（2013

）
が
あ
る
。
こ
の
論
文
は
二
〇
一
四
年
に

ス
イ
ス
の
ル
ガ
ー
ノ
で
開
催
さ
れ
た
国
際
財
政
学
会
第
七

〇
回
年
次
大
会
の
報
告
論
文
で
あ
る
。
筆
者
はaus dem

 

M
oore

氏
の
報
告
を
聞
き
、
そ
の
報
告
内
容
を
山
田
（
二

〇
一
四
）
に
お
い
て
紹
介
し
て
い
る
。
山
田
（
二
〇
一

四
）
の
紹
介
は
報
告
内
容
に
基
づ
く
簡
単
な
も
の
な
の

で
、
こ
こ
で
はaus dem

 M
oore
氏
の
論
文
に
基
づ
い

て
よ
り
詳
し
く
内
容
を
紹
介
し
た
い
。

　

Ｎ
Ｉ
Ｄ
は
理
論
的
に
は
企
業
の
負
債
に
よ
る
資
金
調
達

優
遇
を
解
消
し
、
資
金
調
達
に
対
す
る
中
立
性
を
達
成
す

る
。
し
た
が
っ
て
、
株
式
に
よ
る
資
金
調
達
を
促
し
、
企

業
の
レ
バ
レ
ッ
ジ
を
低
下
さ
せ
る
効
果
が
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。aus dem

 M
oore

（2013

）
は
Ｎ
Ｉ
Ｄ
が
実
際
に

ベ
ル
ギ
ー
企
業
の
レ
バ
レ
ッ
ジ
に
影
響
を
与
え
て
い
る
か

ど
う
か
を
企
業
の
規
模
別
（
大
規
模
、
中
規
模
、
小
規

模
）
に
検
証
し
て
い
る
。
な
お
、
企
業
規
模
の
区
分
は
欧

州
委
員
会
の
定
義
を
も
と
に
し
て
い
る
。

　

分
析
に
用
い
ら
れ
て
い
る
デ
ー
タ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

企
業
の
財
務
情
報
に
関
す
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
あ
る

ビ
ュ
ー
ロ
・
ヴ
ァ
ン
・
ダ
イ
ク
社
（Bureau van 

D
ijk

）
のA

M
A

D
EU

S

で
あ
る
。
分
析
対
象
期
間
は
二

〇
〇
三
年
か
ら
二
〇
〇
七
年
で
、
分
析
に
はD

ifference-

in-differences

と
い
う
手
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
分
析
に
は
、
政
策
変
更
の
影
響
を
受
け
た
企
業
と
受
け

な
か
っ
た
企
業
の
政
策
変
更
前
後
（
つ
ま
り
二
〇
〇
六
年

の
前
後
）
の
デ
ー
タ
が
必
要
に
な
る
。
そ
こ
で
論
文
で

は
、
政
策
変
更
の
影
響
を
受
け
た
企
業
と
し
て
ベ
ル
ギ
ー

企
業
、
影
響
を
受
け
な
か
っ
た
企
業
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
企

業
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

　

分
析
に
お
い
て
、
被
説
明
変
数
は
レ
バ
レ
ッ
ジ
で
あ
る

が
、
よ
り
具
体
的
に
はfinancial leverage

を
用
い
た



155―　　―

ベルギーのＮＩＤ―制度と実証研究の動向―

分
析
と
そ
れ
よ
り
も
広
い
概
念
で
あ
るbook leverage

を
用
い
た
分
析
が
行
わ
れ
て
い
る
。
説
明
変
数
と
し
て
は

Ｎ
Ｉ
Ｄ
適
用
企
業
（
つ
ま
り
二
〇
〇
六
年
以
降
の
ベ
ル

ギ
ー
企
業
）
を
１
、
そ
の
他
を
０
と
す
る
変
数
の
ほ
か
、

有
形
固
定
資
産
、
Ｅ
Ｂ
Ｉ
Ｔ
Ｄ
Ａ
、
総
資
産
、
純
営
業
損

失
、
減
価
償
却
費
、
イ
ン
フ
レ
率
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
成
長
率
な
ど

が
考
慮
さ
れ
て
い
る
。

　

分
析
で
は
、
Ｎ
Ｉ
Ｄ
適
用
企
業
を
１
、
そ
の
他
を
０
と

す
る
変
数
の
係
数
が
マ
イ
ナ
ス
で
有
意
に
な
る
こ
と
が
期

待
さ
れ
る
。
し
か
し
、
期
待
ど
お
り
に
な
っ
た
の
は
、
大

規
模
企
業
を
分
析
対
象
と
し
てfinancial leverage

を

被
説
明
変
数
に
し
た
と
き
だ
け
で
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
、

大
規
模
企
業
に
は
レ
バ
レ
ッ
ジ
を
引
き
下
げ
る
効
果
が
確

認
で
き
た
が
、
中
規
模
企
業
、
小
規
模
企
業
、
全
企
業
を

対
象
と
し
た
分
析
で
は
そ
う
し
た
効
果
は
見
ら
れ
な
い
と

結
論
付
け
て
い
る
。
図
表
２
は
大
規
模
企
業
のfinancial 

leverage
を
ベ
ル
ギ
ー
企
業
と
イ
ギ
リ
ス
企
業
と
で
比
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の
か
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
両
論
文
の
企
業
規
模

の
区
分
は
欧
州
委
員
会
の
定
義
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
ベ

ル
ギ
ー
国
内
の
規
定
に
基
づ
い
て
、
通
常
の
み
な
し
利
子

率
が
適
用
さ
れ
る
大
企
業
と
〇
・
五
％
ポ
イ
ン
ト
上
乗
せ

さ
れ
る
中
小
企
業
に
分
け
て
分
析
す
る
こ
と
も
必
要
だ
ろ

う
。四

、
同
族
・
非
同
族
の
違
い
に
注
目
し

た
研
究

⑴
　
租
税
負
担
削
減
行
動

　

理
論
上
、
企
業
は
株
主
価
値
の
最
大
化
や
投
資
資
金
の

確
保
と
い
っ
た
観
点
か
ら
で
き
る
だ
け
租
税
負
担
を
減
ら

そ
う
と
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
実
際
の
企
業
は
、

非
財
務
的
な
価
値
も
考
慮
し
て
経
営
に
あ
た
っ
て
い
る
。

特
に
同
族
企
業
（fam

ily firm
s

）
の
場
合
、
企
業
の
評

判
や
イ
メ
ー
ジ
と
い
っ
た
も
の
を
重
要
視
す
る
傾
向
が
あ

較
し
た
も
の
で
あ
る
。
ベ
ル
ギ
ー
企
業
の
レ
バ
レ
ッ
ジ
は

二
〇
〇
五
年
か
ら
二
〇
〇
六
年
か
け
て
低
下
し
て
お
り
、

実
証
研
究
の
内
容
を
詳
細
に
把
握
し
な
く
て
も
、
こ
の
図

表
か
ら
大
規
模
企
業
に
つ
い
て
は
Ｎ
Ｉ
Ｄ
に
レ
バ
レ
ッ
ジ

を
引
き
下
げ
る
効
果
が
あ
っ
た
と
推
察
す
る
こ
と
も
可
能

で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
、Princen
（2012

）
は
分
析
対
象
期
間
が

二
〇
〇
一
年
か
ら
二
〇
〇
七
年
で
、
政
策
変
更
の
影
響
を

受
け
な
か
っ
た
企
業
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
企
業
を
取
り
上

げ
、
企
業
を
大
規
模
企
業
と
中
小
規
模
企
業
に
分
け
て
同

様
の
分
析
を
行
っ
て
い
る
。Princen

（2012
）
の
主
な

結
果
は
、
ど
ち
ら
の
被
説
明
変
数
の
場
合
も
、
ど
の
規
模

の
企
業
に
対
し
て
も
Ｎ
Ｉ
Ｄ
は
レ
バ
レ
ッ
ジ
を
引
き
下
げ

る
効
果
が
あ
り
、
そ
の
効
果
を
比
較
す
る
と
大
規
模
企
業

の
方
が
よ
り
大
き
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
は

aus dem
 M

oore

（2013

）
と
完
全
に
一
致
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
の
で
、
な
ぜ
そ
う
し
た
違
い
が
生
じ
て
い
る
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る
と
い
え
る
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
同
族
企
業
は
非
同

族
企
業
（non-fam

ily firm
s

）
と
は
異
な
る
租
税
負
担

削
減
行
動
を
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上

の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、Bauw

eraerts and V
andernoot

（2013

）
は
ベ
ル
ギ
ー
の
民
間
企
業
に
お
け
る
家
族
所
有

と
租
税
負
担
削
減
行
動
の
関
係
を
Ｎ
Ｉ
Ｄ
や
金
融
危
機
の

影
響
も
考
慮
し
な
が
ら
分
析
し
て
い
る
。

　

よ
り
具
体
的
に
は
次
の
三
つ
の
分
析
を
行
っ
て
い
る
。

①
同
族
企
業
は
非
同
族
企
業
に
比
べ
て
積
極
的
に
租
税
負

担
削
減
行
動
を
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
②
Ｎ
Ｉ
Ｄ
導
入
は

同
族
企
業
と
非
同
族
企
業
の
租
税
負
担
削
減
行
動
に
影
響

を
与
え
た
か
、
③
Ｎ
Ｉ
Ｄ
導
入
は
同
族
企
業
と
非
同
族
企

業
の
調
整
後
自
己
資
本
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た

か
、
で
あ
る
。
主
な
結
論
を
先
に
述
べ
る
と
以
下
の
よ
う

に
な
る
。
①
に
つ
い
て
は
、
同
族
企
業
の
方
が
よ
り
積
極

的
に
租
税
負
担
削
減
行
動
を
行
っ
て
い
る
。
②
に
つ
い
て

は
、
特
に
影
響
を
与
え
て
い
な
い
。
③
に
つ
い
て
は
、
Ｎ

Ｉ
Ｄ
導
入
に
よ
り
企
業
（
特
に
非
同
族
企
業
）
は
調
整
後

自
己
資
本
の
割
合
を
増
や
し
て
い
る
。
②
と
③
に
つ
い
て

は
一
見
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
が
、
調
整
後
自
己

資
本
が
増
加
し
て
法
人
税
負
担
が
減
少
し
て
い
る
が
、
他

の
要
因
で
企
業
の
税
負
担
自
体
は
そ
れ
ほ
ど
変
化
が
生
じ

て
い
な
い
、
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

分
析
に
用
い
ら
れ
て
い
る
デ
ー
タ
は
、
ベ
ル
ギ
ー
と
ル

ク
セ
ン
ブ
ル
グ
の
企
業
の
財
務
情
報
に
関
す
る
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
で
あ
る
ビ
ュ
ー
ロ
・
ヴ
ァ
ン
・
ダ
イ
ク
社

（Bureau van D
ijk

）
のBelfirst

と
各
企
業
の
ウ
エ
ッ

ブ
サ
イ
ト
か
ら
得
た
デ
ー
タ
で
あ
る
。
分
析
対
象
期
間
は

二
〇
〇
二
年
か
ら
二
〇
一
〇
年
で
、
パ
ネ
ル
デ
ー
タ
を
用

い
て
分
析
が
行
わ
れ
て
い
る
。
な
お
、
正
社
員
が
一
〇
〇

名
以
下
の
企
業
は
分
析
対
象
か
ら
外
し
て
い
る
。
こ
れ

は
、
分
析
対
象
を
大
企
業
に
絞
る
た
め
の
措
置
で
あ
る
。

ま
た
、
同
族
企
業
の
定
義
は
、
若
干
あ
い
ま
い
な
点
が
あ

る
の
が
気
に
な
る
が
、
以
下
の
三
つ
の
条
件
の
う
ち
少
な
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く
と
も
一
つ
を
満
た
す
企
業
を
同
族
企
業
と
し
て
い
る
。

ａ 

．
企
業
の
株
式
の
う
ち
少
な
く
と
も
五
〇
％
を
家
族

の
構
成
員
が
所
有
し
て
い
る

ｂ 

．
主
に
家
族
の
構
成
員
が
経
営
を
行
っ
て
い
る

ｃ 

．
取
締
役
が
主
に
家
族
の
構
成
員
で
占
め
ら
れ
て
い

る

非
同
族
企
業
に
つ
い
て
は
、
先
の
同
族
企
業
と
同
一
の
産

業
で
あ
る
こ
と
、
総
資
産
が
近
い
こ
と
を
条
件
に

Belfirst

か
ら
抽
出
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
作
業
を
行

い
、
欠
損
値
の
あ
る
企
業
を
除
い
た
結
果
、
分
析
対
象
企

業
は
二
一
五
社
（
う
ち
、
同
族
企
業
一
一
一
社
、
非
同
族

企
業
一
〇
四
社
）
で
あ
る
。

　

①
に
つ
い
て
は
、
被
説
明
変
数
と
し
て
税
引
き
前
利
益

に
対
す
る
支
払
わ
れ
た
税
額
の
割
合
（
以
下
、
租
税
負
担

割
合
）
を
用
い
て
い
る
。
な
お
、
企
業
の
長
期
の
租
税
戦

略
を
考
慮
す
る
な
ど
の
目
的
か
ら
、
税
引
き
前
利
益
に
対

す
る
支
払
わ
れ
た
税
額
の
割
合
を
各
企
業
で
平
均
し
た
値

（
以
下
、
租
税
負
担
割
合
の
平
均
）
を
被
説
明
変
数
と
す

る
分
析
も
行
っ
て
い
る
。
一
方
、
説
明
変
数
と
し
て
は
、

同
族
企
業
を
１
と
す
る
ダ
ミ
ー
変
数
、
業
種
別
の
ダ
ミ
ー

変
数
の
ほ
か
、
総
資
産
、
Ｒ
Ｏ
Ａ
、
レ
バ
レ
ッ
ジ
、
有
形

固
定
資
産
、
無
形
資
産
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
。
分
析
の
結

果
、
被
説
明
変
数
と
し
て
「
租
税
負
担
割
合
」
を
用
い
た

場
合
も
、「
租
税
負
担
割
合
の
平
均
」
を
用
い
た
場
合
も

同
族
企
業
を
１
と
す
る
ダ
ミ
ー
変
数
が
マ
イ
ナ
ス
で
有
意

で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
同
族
企
業
の
方
が

積
極
的
に
租
税
負
担
削
減
行
動
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
示

唆
し
て
い
る
。

　

②
に
つ
い
て
は
、
サ
ン
プ
ル
を
同
族
企
業
と
非
同
族
企

業
に
分
け
て
そ
れ
ぞ
れ
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
被
説
明
変

数
は
①
と
同
じ
で
あ
る
。
説
明
変
数
は
、
Ｎ
Ｉ
Ｄ
が
導
入

さ
れ
た
二
〇
〇
六
年
以
降
を
１
と
す
る
ダ
ミ
ー
変
数
（
以

下
、
Ｎ
Ｉ
Ｄ
ダ
ミ
ー
）、
金
融
危
機
後
で
あ
る
二
〇
〇
八

年
以
降
を
１
と
す
る
ダ
ミ
ー
変
数
、
業
種
別
の
ダ
ミ
ー
変
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数
の
ほ
か
、
総
資
産
、
Ｒ
Ｏ
Ａ
、
レ
バ
レ
ッ
ジ
、
有
形
固

定
資
産
、
無
形
資
産
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
。
分
析
の
結

果
、
ど
ち
ら
の
被
説
明
変
数
の
場
合
も
同
族
企
業
、
非
同

族
企
業
と
も
に
、「
Ｎ
Ｉ
Ｄ
ダ
ミ
ー
」
が
有
意
で
は
な

か
っ
た
。
こ
の
結
果
の
み
を
み
る
と
、
Ｎ
Ｉ
Ｄ
導
入
が
企

業
の
租
税
負
担
削
減
行
動
に
影
響
を
与
え
て
い
な
い
こ
と

に
な
る
。

　

③
に
つ
い
て
は
、
②
と
同
様
に
サ
ン
プ
ル
を
同
族
企
業

と
非
同
族
企
業
に
分
け
て
そ
れ
ぞ
れ
分
析
を
行
っ
て
い

る
。
被
説
明
変
数
は
、
正
確
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、

記
述
統
計
や
①
、
②
と
の
整
合
性
な
ど
か
ら
税
引
き
前
利

益
に
対
す
る
調
整
後
自
己
資
本
の
割
合
（
以
下
、
調
整
後

自
己
資
本
割
合
）
及
び
調
整
後
自
己
資
本
割
合
の
各
企
業

の
平
均
（
以
下
、
調
整
後
自
己
資
本
割
合
の
平
均
）
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
説
明
変
数
は
②
と
同
じ
で
あ

る
。
分
析
で
は
、「
調
整
後
自
己
資
本
割
合
」
を
被
説
明

変
数
と
し
た
場
合
、
同
族
企
業
、
非
同
族
企
業
と
も
に

「
Ｎ
Ｉ
Ｄ
ダ
ミ
ー
」
が
プ
ラ
ス
で
有
意
と
な
っ
た
。
こ
れ

は
、
同
族
企
業
、
非
同
族
企
業
と
も
に
Ｎ
Ｉ
Ｄ
導
入
に
よ

り
調
整
後
自
己
資
本
を
増
加
さ
せ
、
法
人
税
負
担
を
軽
減

さ
せ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
な
お
、
そ
の
係
数

は
非
同
族
企
業
の
方
が
大
き
い
こ
と
か
ら
、
Ｎ
Ｉ
Ｄ
の
効

果
は
非
同
族
企
業
の
方
が
大
き
い
こ
と
に
な
る
。
ち
な
み

に
、「
調
整
後
自
己
資
本
割
合
の
平
均
」
を
被
説
明
変
数

と
し
た
分
析
で
は
、
同
族
企
業
、
非
同
族
企
業
と
も
に

「
Ｎ
Ｉ
Ｄ
ダ
ミ
ー
」
は
有
意
で
は
な
か
っ
た
。

⑵
　
資
金
調
達
方
法

　

Ｎ
Ｉ
Ｄ
の
効
果
を
探
る
こ
と
が
メ
イ
ン
の
目
的
で
は
な

い
が
、
Ｎ
Ｉ
Ｄ
を
考
慮
し
な
が
ら
同
族
企
業
と
非
同
族
企

業
の
違
い
に
つ
い
て
研
究
を
行
っ
た
も
の
と
し
て

Bauw
eraerts and Colot

（2012

）
が
あ
る
。
こ
の
論

文
は
、
ベ
ル
ギ
ー
の
同
族
企
業
と
非
同
族
企
業
で
は
資
金

調
達
方
法
に
違
い
が
あ
る
か
を
Ｎ
Ｉ
Ｄ
も
考
慮
し
な
が
ら
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分
析
し
て
い
る
。
よ
り
具
体
的
に
は
、
ペ
ッ
キ
ン
グ
・

オ
ー
ダ
ー
理
論
（Pecking-O

rder T
heory

）
と
ト
レ
ー

ド
・
オ
フ
理
論
（Static T

rade-off T
heory

）
の
ど
ち

ら
に
従
っ
て
い
る
か
を
検
証
し
て
い
る
。
簡
単
に
両
理
論

の
考
え
方
に
つ
い
て
説
明
す
る
と
、
ペ
ッ
キ
ン
グ
・
オ
ー

ダ
ー
理
論
で
は
、
経
営
者
と
投
資
家
の
間
の
情
報
の
非
対

称
性
の
問
題
か
ら
、
企
業
は
内
部
資
金
、
負
債
、
株
式
の

順
に
資
金
調
達
を
行
う
と
考
え
る
。
一
方
ト
レ
ー
ド
・
オ

フ
理
論
で
は
、
企
業
は
負
債
調
達
に
よ
る
節
税
効
果
の
メ

リ
ッ
ト
と
財
務
上
の
困
難
に
伴
う
コ
ス
ト
の
ト
レ
ー
ド
・

オ
フ
を
考
慮
し
て
、
最
適
資
本
構
成
を
決
定
す
る
と
考
え

る
。

　

推
計
に
用
い
ら
れ
る
式
は
図
表
３
に
示
し
た
と
お
り
で

あ
る
。
ペ
ッ
キ
ン
グ
・
オ
ー
ダ
ー
理
論
の
被
説
明
変
数
は

長
期
負
債
か
ら
リ
ー
ス
債
務
を
控
除
し
た
額
の
変
動
で
、

簡
単
に
い
え
ば
負
債
の
純
発
行
額
で
あ
る
。
説
明
変
数
は

資
金
不
足
額
で
、
よ
り
具
体
的
に
は
、
支
払
配
当
、
投
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資
、
運
転
資
本
の
純
増
額
な
ど
を
合
計
し
た
も
の
か
ら
利

払
・
税
引
後
営
業
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
を
差
し
引
い
た
も

の
で
あ
る
。
結
局
、
投
資
か
ら
内
部
資
金
を
差
し
引
い
た

も
の
と
い
え
る
。
ペ
ッ
キ
ン
グ
・
オ
ー
ダ
ー
理
論
が
成
立

し
て
い
れ
ば
、
通
常
、
企
業
は
投
資
と
内
部
資
金
の
差
額

を
負
債
で
賄
い
、
株
式
に
よ
る
資
金
調
達
を
行
わ
な
い
の

で
、
資
金
不
足
額
が
負
債
の
純
発
行
額
と
等
し
く
な
る
。

つ
ま
り
、
定
数
項
の
ａ
は
ゼ
ロ
に
な
る
こ
と
、
資
金
不
足

額
の
係
数
で
あ
るb

pot

は
１
に
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

　

一
方
、
ト
レ
ー
ド
・
オ
フ
理
論
の
被
説
明
変
数
は
ペ
ッ

キ
ン
グ
・
オ
ー
ダ
ー
理
論
と
同
じ
く
長
期
負
債
か
ら
リ
ー

ス
債
務
を
控
除
し
た
額
の
変
動
、
つ
ま
り
負
債
の
純
発
行

額
で
あ
る
。
説
明
変
数
は
、
最
適
資
本
構
成
に
お
け
る
負

債
水
準
と
前
期
末
の
負
債
残
高
の
差
額
で
あ
る
。
実
際
に

最
適
資
本
構
成
に
お
け
る
負
債
水
準
を
求
め
る
こ
と
は
困

難
な
の
で
、
そ
の
代
わ
り
に
各
企
業
の
負
債
比
率
の
分
析

対
象
期
間
平
均
値
を
用
い
て
こ
の
差
額
を
計
算
す
る
。
ト

レ
ー
ド
・
オ
フ
理
論
が
成
立
し
て
い
れ
ば
、
定
数
項
の
ａ

は
ゼ
ロ
に
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
ま
た
、
最
適
資
本

構
成
に
お
け
る
負
債
水
準
と
前
期
末
の
負
債
残
高
の
差
額

の
係
数
で
あ
るb

stt

に
つ
い
て
は
、
１
に
近
い
値
に
な
る

こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
企
業
が
差
額
の
調
整
に

時
間
を
要
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
換

言
す
る
と
、
瞬
時
に
調
整
可
能
で
あ
れ
ばb

stt

は
１
に
な

る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

　

分
析
に
用
い
ら
れ
て
い
る
デ
ー
タ
は
、
ビ
ュ
ー
ロ
・

ヴ
ァ
ン
・
ダ
イ
ク
社
（Bureau van D

ijk

）
のBelfirst

か
ら
作
成
し
た
、
パ
ネ
ル
デ
ー
タ
で
あ
る
。
分
析
対
象
期

間
は
二
〇
〇
二
年
か
ら
二
〇
一
〇
年
で
、
二
期
間
（
二
〇

〇
二
年
か
ら
二
〇
〇
五
年
と
二
〇
〇
六
年
か
ら
二
〇
一
〇

年
）
に
分
け
た
分
析
も
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、

Bauw
eraerts and V

andernoot

（2013

）
と
ほ
ぼ
同

じ
方
法
で
、
分
析
対
象
企
業
二
一
〇
社
（
う
ち
、
同
族
企

業
一
〇
九
社
、
非
同
族
企
業
一
〇
一
社
）
を
抽
出
し
て
い
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る
。

　

図
表
４
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
係
数
が
統
計
的
に
優

位
で
か
つ
期
待
し
た
値
に
近
い
の
は
、
同
族
企
業
の
ト

レ
ー
ド
・
オ
フ
理
論
に
関
し
て
、
二
〇
〇
二
年
か
ら
二
〇

一
〇
年
を
対
象
と
し
た
場
合
と
二
〇
〇
六
年
か
ら
二
〇
一

〇
年
を
対
象
と
し
た
場
合
で
あ
る
。
ち
な
み
に
係
数
の
値

で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
ａ
は
ゼ
ロ
に
近
く
、b

stt

が
約

〇
・
八
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
同
族
企
業
の
二
〇
〇
二
年
か

ら
二
〇
〇
五
年
を
対
象
と
し
た
分
析
で
は
、
ど
ち
ら
の
理

論
に
も
従
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
こ
こ
か
ら
同
族
企

業
に
関
し
て
以
下
の
三
つ
の
結
論
を
導
き
出
し
て
い
る
。

①
二
〇
〇
六
年
以
降
、
ト
レ
ー
ド
・
オ
フ
理
論
に
従
っ
て

い
る
。
②
二
〇
〇
六
年
に
導
入
さ
れ
た
Ｎ
Ｉ
Ｄ
が
資
金
調

達
方
法
の
変
更
に
影
響
を
与
え
た
可
能
性
が
あ
る
。
③
二

〇
〇
二
年
か
ら
二
〇
一
〇
年
を
対
象
と
し
た
分
析
で
ト

レ
ー
ド
・
オ
フ
理
論
に
従
っ
て
い
る
と
い
う
結
果
が
で
た

の
は
、
①
の
影
響
を
大
き
く
受
け
て
い
る
た
め
だ
と
考
え
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ら
れ
る
。

五
、
お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
二
節
に
お
い
て
、
Ｎ
Ｉ
Ｄ
の
制
度
の
動
向
に

触
れ
、
二
〇
一
六
課
税
年
度
の
み
な
し
利
子
率
が
前
年
よ

り
大
き
く
下
落
す
る
見
通
し
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
Ｎ

Ｉ
Ｄ
に
つ
い
て
は
、
以
前
は
Ｎ
Ｉ
Ｄ
に
よ
る
控
除
額
を
翌

年
度
以
降
、
七
年
間
繰
り
越
す
こ
と
が
で
き
た
が
、
現
在

で
は
繰
越
を
認
め
な
い
な
ど
、
制
度
を
縮
小
す
る
方
向
の

改
革
が
行
わ
れ
て
い
る
。
今
回
の
み
な
し
利
子
率
の
低
下

は
、
企
業
に
と
っ
て
の
Ｎ
Ｉ
Ｄ
の
メ
リ
ッ
ト
を
さ
ら
に
小

さ
く
す
る
こ
と
に
な
る
。
Ｎ
Ｉ
Ｄ
は
こ
の
ま
ま
縮
小
し
て

い
く
の
か
、
み
な
し
利
子
率
は
ど
の
水
準
に
な
る
の
か
、

そ
の
動
向
を
注
視
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

三
節
と
四
節
で
は
企
業
の
規
模
と
同
族
・
非
同
族
の
違

い
に
注
目
し
た
実
証
研
究
を
取
り
上
げ
た
。
こ
れ
ら
の
節

で
取
り
上
げ
た
研
究
は
、
Ｎ
Ｉ
Ｄ
の
効
果
を
詳
細
に
把
握

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
で
興
味
深
い
。
た
だ
し
、

企
業
の
規
模
に
注
目
し
た
研
究
に
関
し
て
は
三
節
の
最
後

に
指
摘
し
た
よ
う
な
課
題
が
あ
る
。
さ
ら
に
三
節
と
四
節

で
取
り
上
げ
た
研
究
で
は
、
な
ぜ
規
模
や
同
族
・
非
同
族

の
違
い
に
よ
っ
て
Ｎ
Ｉ
Ｄ
の
効
果
に
差
が
出
る
の
か
と
い

う
メ
カ
ニ
ズ
ム
ま
で
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
う

し
た
点
に
踏
み
込
ん
だ
分
析
を
行
っ
て
い
く
こ
と
が
今
後

の
課
題
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

（
注
）

⑴　

ア
ー
ン
ス
ト
・
ア
ン
ド
・
ヤ
ン
グ
の
資
料
（http://w

w
w

.
ey.com

/B
E

/en/N
ew

sroom
/N

ew
s-releases/E

Y
-tax-alert-

N
ID

-rate

）
な
ど
を
参
照
し
た
。
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